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体験活動指導者は一次産業・歴史・文化・芸能など地域の資源を活用した体験を通して新しい学びの場を提供し、
地域活性化を担う地域リーダーとして今、注目されています。
『体験活動とは？』『安全管理とは？』について３泊４日の講習会を通して学びます。
人とのふれあいが好き！体験活動を学びたい・教えたい！！自分の特技を活かしたい！農林漁業に興味がある！
など体験活動に興味がある方のお申し込みをお待ちしています。
※この講習会は八重瀬町観光振興コーディネート事業の委託を受けて開催するものです。

【日　　程】　10月24日（水）～10月27日（土）3泊4日 
【会　　場】　八重瀬町立セミナーハウス 
　　　　　　八重瀬町字具志頭１番地（具志頭農村環境改善センターとなり） 
【参加資格】　・満18歳以上で、3泊4日の講習会の全日程を
　　　　　　  受講できる方  
　　　　　　・体験活動指導者として活動する意欲のある方
【費　　用】　18,250円（認定料、テキスト代、宿泊費、食費含む）
【定　　員】　28名
【お申し込み方法】　当団体担当までお問い合わせください。
【お申し込み期限】　10月10日（水）正午まで
　　　　　　　　　《定員になり次第、締め切らせていただきます。》

【本講習会修了者は、次の認定が得られます】
◎自然体験学校
　体験活動リーダー（有効期限は２年間です）　　　
◎ＣＯＮＥリーダー 
◎L.S.F.A.救急蘇生法
　（Basic Skills-First Aider with CPR & AED）認定
 　・この講習会は、環境省環境教育人材認定等事業に認定されています。

体験活動指導者養成講習会  受講生募集

来訪者の増加に伴い、オーバーユースによる自

然生態系への影響も懸念されていることから、

南城市では、平成24年度より、聖地としての静

寂さを確保し、マナー向上や自然保護を考慮す

る機会とするため、年2回の一定期間の休息日

を設けています。

農地、原野などの切土盛土を行う場合には、
申請手続きが必要です。
申請が必要なのはなぜ・・・？
切土盛土を行う場合、次のような被害やトラブ
ルが起こる可能性があり、事前に防止する為に
申請が必要です。
・ 道路、排水路の破損、土砂の流出
・ 隣接地の浸水による災害や苦情
・ 住民間のトラブル等
※土地改良区に関しては、基本的に切土盛土は認
　められていません。
※申請手続きについては、関係課にお問い合わせ
　ください。　

斎場御嶽の休息日について
（旧暦10月1日～10月3日）×ダメ！！勝手に土を盛るのはダメ！！

～南城市切土盛土に関して～

【お問合せ】
南城市観光・文化振興課   　098-946-8817
南城市文化課                       　098-946-8990
南城市観光協会                  　 098-948-4611

お問合せ　田園整備課（玉城庁舎）　948-1498
　　　　　産業振興課（玉城庁舎）　948-1190

【お問合せ】 
NPO法人  自然体験学校  沖縄校（担当：鈴木）
　080-4500-0170　
E-Mail：okinawa@shizentaiken.com

11月14日～11月16日は
休息日となります。
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経済ラボ［産業・観光］

【お問合せ】  ・ 南城市役所 ：産業振興課（　948-1190）      
　　　　　  ・ ＪＡ大里支店 経済課（　946-7023）   
　　　　　  ・ ＪＡ玉城支店 経済課（　949-7026）    
　　　　　  ・ ＪＡ知念支店 経済課（　948-1223）   
　　　　　  ・ ＪＡ佐敷支店 経済課（　947-0312）    

施設資材購入者に、予算の範囲内で補助金
を交付します。
（交付対象施設資材）
・蔬菜花卉園芸用鉄筋、亜鉛パイプ、その他長期
　使用資材
・防風用資材（パイプ材、鉄筋鉄骨ネット、カンレ
　イシャ）
（対象農家）
１.南城市内に住所を有し、新規就農者、認定農
　  業者とする。
２.1の対象者がない場合、今後も農業を続ける 
　 と認められる農家とする。
３.H24.4.1以降において、既に施設設置した者
　 及びH25.2.28までに施設設置を完了する者。
（栽培作物）　野菜、花卉、果樹
（補助金交付申請書について）
申込用紙　・  補助金交付申請書提出
　　　　　 （これから資材を購入したい農家の方）
　　　　　・  補助金交付申請書提出
　　　　　　購入検査申請書提出
                                          （領収書添付）

　

ハウス施設資材購入
補助金交付

（既施設設置済み農家の方）

〈補助の対象となる堆肥、緑肥〉
堆　肥 ・・・・市内農協堆肥及び市内生産堆肥（牛糞、豚糞、
　　　　　　鶏糞のみは対象外）               
緑　肥 ・・・・クロタラリア・富貴豆・緑豆・そら豆・デンセイ      
〈補助金の交付対象要件〉                  
・ 本市に住所を有する農家。                 
・ 年間（Ｈ24.4.1～Ｈ25.2.28）に堆肥100袋以上　
　（又は30,000円以上）購入農家。                 
・年間（Ｈ24.4.1～Ｈ25.2.28）に緑肥1,500円以上購入農家。
〈補助金の請求〉         
「土づくり奨励補助金交付請求書」を提出。                 
添付書類 ・領収書（Ｈ24.4.1～Ｈ25.2.28内に購入した領収書
　　　　　＊Ｈ25.3.1以降の領収書は該当しませんので,ご了承下さい。    
   　　　   ・印鑑（申請書押印のため）      
                   ・通帳の写し（表のみ）      
                  ＊ 振込先金融機関は、沖縄県農協とします。     
         　　   口座番号の確認が必要のため、通帳の写しを提出して下さい。 
〈請求書の提出先及び期限〉         
 提出先： 産業振興課（玉城庁舎）       
                   ・ 農協より購入された方は、農協への提出可。      
                  ・ 農協以外から購入された方は、市役所提出となります。
期　限： 平成25年3月8日まで                                 

土づくり奨励補助金交付
堆肥、緑肥の購入者に、予算の範囲内で補助金を交付します。　

売地（農地）のお知らせ農地を拡大したい、または、農業を新規で始めたい方へ、
市農業委員会では農地のあっせんを行っています。

物件番号                   農地情報                          売買金額                     その他事項

物件１

物件２

所在：南城市佐敷屋比久地区
面積：1,637　（坪数496坪）
現状：農振農用地　土地改良区域 

応談
屋比久バス停から徒歩７分
農地法の適用あり

所在：南城市佐敷屋比久地区
面積： 1,040　（坪数315坪）
現状：農振農用地　土地改良区域 

屋比久バス停から徒歩９分
農地法の適用あり

農地を購入する際は、一定の要件が必要となります。
詳しくは、右記までお問合せ下さい。　【お問合せ】  農業委員会事務局（玉城庁舎）　948-1377

今回、次の農地で売買あっせんの申し出がありました。

応談

（申込み期限について）
期限：平成25年3月8日まで
【申込・お問合せ】
産業振興課（玉城庁舎）　948-1190

10月はもう台風がきませんように！
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福祉・健康

　国民健康保険（国保）は、病気やケガに備えてみんなで助け合う医療制度です。その国保の財源として、みなさ

んが納めている国保税はもちろんですが、財源の約7割が国、県からの補助金（国庫支出金など）となっています。

　国保税の収納率が、目標値を超えると、補助金が増額されるため収納率の向上に努めています。「南城市国民

健康保険税収納対策緊急プラン」を策定し、今年度も、国民健康保険事業の安定を図るため取り組んでおります。

滞納状況の解消

（１）国保資格喪失時の届出及び国保未加入者への

　　勧奨の実施

（２）居所不明者の調査による適正課税の推進

（３）要生活保護者への生活保護申請の勧奨の実施

（４）多重債務者への債務整理相談の勧奨の

（５）時効完成前の納入勧奨及び時効完成後の不納

　　欠損処理の実施

徴収方法の改善等

（１） 滞納整理業務の検討及び実施

（２）被保険者の納付の利便を図るため、コンビニ収

　　納を実施

（３）「コールセンター」を活用し、未納者に自主納付

　　の呼びかけを行う。

（４）保険税の控除の実施

（５）口座振替の勧奨の実

（６）収納強化週間及び月間の実施

滞納処分の実施

（１）悪質滞納者に対し財産調査の強化

（２）転出した滞納者の居住調査、財産調査の実施

（３）預貯金等の差押えの実施

（４）納税交渉に応じない滞納者にタイヤロックを

　　実施

一
人
暮
ら
し
の
お
年
寄
り
宅
を
草
刈
り

南城市国民健康保険税収納対策緊急プラン

【お問合せ】　健康課（大里庁舎）　 946-8961
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ふくふく福寿［福祉・健康］ 毎月、商工会青年部の皆さんとあいさつ運動をしているなん。

　精神保健福祉及び自殺に関する正しい知識の普及啓発を図
るためパネル展示、ビデオ放映などを行います。 
　様々な要因が複雑に関係していることから、こころの病気に
ついて少しでも知っていると、自分自身だけでなく、あなたの
周りにいる人にも回復の手助けができるかもしれません！ 
多くの方のご参加を心からお待ちしております。

　身体障がい者がエコクラフトを通して相互の親睦と技術力
の向上を図るとともに、障がい者自らも広く社会へ目を向ける
ことで生きる活力を養い、併せて健常者へ障がい者への理解・
啓発の推進を図ることを目的に開催します。

日本赤十字沖縄県支部においては、
救援金及び義援金を受付ております
ので、ご協力の程、よろしくお願いし
ます。詳しいことは、次のところまで
問合せをお願いします。

平成24年度日本赤十字社より特別社員
称号（社員章）を次の方々が受賞されま
した。おめでとうございます。今後も赤
十字活動にご尽力、ご協力いただけるこ
とに期待したいと思います。
＊特別社員とは、赤十字活動資金２万円
以上に達した社員に授与されるものです。

氏　　名

赤嶺　廣幸

當眞　嗣清

仲宗根　正昭

大城　輝光

（有）海西工業

樹徳苑

特別養護老人ホーム
しらゆりの園

特別養護老人ホーム
朝日の家

多和田スーパー

（有）彩

（有）玉電エンジニア

鵠生の叢

（株）那覇ミート

（有）伊世開發

行　政　区

佐敷字津波古

佐敷字伊原

知念字知名

玉城字百名

佐敷字津波古

佐敷字小谷

知念字久手堅

玉城字喜良原

玉城字堀川

玉城字糸数

大里字大城

大里字大城

大里字大城

大里字大里

南城市精神保健福祉普及週間
及び自殺予防キャンペーン

南城市身体障がい者福祉協会

エコクラフトとは・・・
ダンボール素材の紙ひもでカゴなどの工芸品を作ります

《参加資格》　要件なし。（誰でも参加できます。）
《期　　間》　10月15日（月）～18日（木）
《時　　間》　午後２時～午後５時
《場　　所》　南城市老人福祉センター（佐敷）
《参  加  費》　1,000円（障がい者500円）
《申  込  先》　 070-5815-3123　當銘
　　　　　　 090-6860-3123　我喜屋

障害者虐待の相談窓口のお知らせ
平成24年10月から障害者虐待防止法が施行されました。
障害者の虐待や養護の支援に関する相談は
次の所まで連絡してください。
【日中（8時30分～5時15分）】
南城市社会福祉課　　　　　　  946-8996  FAX 946-8997
南城市地域活動支援センター　  880-0576  FAX 880-0576

「シエラレオネ  コレラ流行に対する救援金」
「平成24年8月京都府南部豪雨災害義援金」
へのご協力について

【お問合せ】　
日本赤十字沖縄県支部　事業推進課

平成24年度日本赤十字社より
特別称号（社員章）を受賞

と　き：10月23日（火）～26日（金）
ところ：大里庁舎１階　エントランスホール

※相談窓口
障がいに関する相談
こころとからだの健康相談（月、火、木、金）
場所：南城市地域活動支援センター    880-0576
【お問合せ】 社会福祉課課（大里庁舎） 946-8996
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ふくふく福寿［福祉・健康］年金はゆいまーるの心なん。

　国民年金制度は、20歳から60歳に到達するまでの40年の間に国民年金保険料を納めてい

ただくことで満額の老齢基礎年金を受給することができます。

　しかしながら、保険料を納められなかった期間がある場合や資格取得などの届出忘れによ

り国民年金の資格期間がない場合には、将来の年金受給額が少なくなったり、年金そのもの

が受給できなくなってしまうこと（保険料納付や免除等の合計が25年（300月）未満の場合）

があります。

　このような事態を避けるために、昨年、法律が改正され、平成24年10月1日から、国民年金

保険料の納めることができる期間が過去2年から10年に延長となる後納制度が始まります。

　具体的には、平成14年10月分以降の納められなかった保険料を納めることができるよう

になります。（注）

　ただし、既に老齢基礎年金の受給権をお持ちの方は、納めることができませんので、ご注意

願います。

　なお、後納保険料を納付するためには事前にお申し込みいただき審査させていただくこと

になります。審査の結果、後納制度による納付をご利用いただけない場合があります。

　詳しくは、下記「国民年金保険料専用ダイヤル」またはお近くの年金事務所へお問い合わせ
ください。

注：後納保険料を納付できる期間は、平成24年10月1日から平成27年9月30日までの3年間です。

　　　　　　 　　　
お問い合わせは『国民年金保険料専用ダイヤル』へ！

0570-011-050　
050または070から始まる電話でおかけになる場合は  03-6731-2015

〈受付時間〉　月～金曜日 午前８：30～午後５：15 
　　　　　　ただし、月曜日（月曜日が休日の場合は火曜日）は午後7：00まで延長
　　　　　　第2土曜日 午前9：30～午後4：00 
　　　　　　（祝日、12月29日～1月3日はご利用いただけません。） 

※ナビダイヤルは、一般の固定電話からおかけになる場合は全国どこからでも、市内通話料金でご利
　用いただけます。
　ただし、一般の固定電話以外（携帯電話等）からおかけになる場合は、通常の通話料金がかかります。 
　※「03-6731-2015」の電話番号におかけになる場合は、通常の通話料金がかかります。 
　※「0570」の最初の「０」を省略したり、市外局番をつけて間違い電話になっているケースが発生して
　　いますので、おかけ間違いにはご注意ください。 

後納制度（国民年金保険料の納期限の延長）が始まります

【お問合せ】　浦添年金事務所　  877-0511
　　　　　　南城市健康課　　  946-8961
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「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」の規定により、毎年度の決算に基づいて健全化判断比率等
を算定し、監査委員による審査、またその意見を付して議会に報告するとともに、市民の皆様へ公表する
こととなっております。
　この法律は、地方自治体の財政の健全性に関する指標の公表制度を設け、その比率に応じて、財政の早
期健全化及び財政の再生等を図るための計画を策定することとし、その計画の実施促進を図るための行
財政の改革を行うことにより、地方自治体の財政の健全化に資することを目的とし、早期健全化及び再
生等の計画策定の義務等を含めた全体の法律の施行は平成21年4月からですが、財政の健全化に関する
比率の公表については、平成20年4月から施行されています。
　公表するのは、　実質赤字比率　　連結実質赤字比率　　実質公債費比率　　将来負担比率（以下「健
全化判断比率」といいます。）と　資金不足比率の5指標です。健全化判断比率のうち1つでも早期健全化
基準以上である場合は財政健全化計画を、財政再生基準以上である場合は財政再生計画を定める必要が
あります。　
　また、資金不足比率が経営健全化基準以上となった場合は経営健全化計画を定める必要があります。
　平成23年度決算に基づき算定された南城市の健全化判断比率及び資金不足比率は、下表のとおりすべ
て基準を下回りました。
　しかしながら、南城市の財政が厳しい状況であることには変わりはなく、これからも行財政改革を推
進していきます。

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

健全化判断比率等の公表について

※資金不足比率が算定されない場合は「－（該当なし）」で表示し、参考に黒字の比率を（△）で示す。
【お問合せ】　財政課（玉城庁舎）　 949-7373

※実質赤字額又は連結実質赤字額がない場合、実質公債費比率又は将来負担比率が算定されない場合は「－（該当なし）」で
　表示し、参考に黒字の比率を（△）で示す。

健全化判断比率

資金不足比率

平成23年度

平成23年度

早期健全化基準
財政再生基準

実質赤字比率 連結実質赤字比率 実質公債費比率 将来負担比率
－

 （△10.32） 
－

（△9.61） 7.7 27.3 

13.26 25.0 350.0 18.26
20.00 30.00 35.0

項　　目

項　　目

経営健全化基準 20.0 20.0 

－
（△10.30）

－
（△21.08）

水道事業会計 下水道事業特別会計

15 82（2012.10.5）
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■発行／南城市  〒901-0695  南城市玉城字富里 143 番地（情報推進課） TEL 098-948-7229  FAX 098-852-6004
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南城市特産品販売
しまプラザ

http://www.shimaplaza.com/

観光に関するお問い合わせ
観光・文化振興課 TEL 946-8817
南城市観光協会　TEL 948-4611
各サイトに関するお問い合わせ
情報推進課　　　TEL 948-7229　　

南城市ウェルネス事業
南城スタイル

http://www.nanjo-wellness.com/

市内スポット紹介
東御廻り.com

http://www.agariumai.com/


